
健康生活支援課業務（感染症・生活衛生業務）における取組について 

 

海匝保健所 健康生活支援課 

健康生活支援課では、感染症法に基づき結核や新型コロナウイルス、性感染症（エイズ等）

の感染拡大防止対策のため、医療機関と協力し検査や啓発活動を実施している。また、生活衛

生業務として飲食店等（食品営業許可施設）や理・美容所、クリーニング所、ホテル・旅館、

公衆浴場や温泉の利用者等が安全で衛生的に利用できるように各営業施設の指導及び動物愛

護管理法に基づき動物の適正な飼い方に関する助言や動物取扱業者への指導等を行っている。 

 

１ 感染症対策 

（１）麻しん 

麻しんは 2015年に世界保健機関（WHO）による排除達成の認定を受けた。現在、排除の状態

を維持することを目標にしている。保健所では、医療機関から疑い患者の届出が行われた場合、

検体採取の協力を求めて遺伝子検査の実施や積極的疫学調査（感染者の行動調査等を行い、接

触者を調査し、接触者が発症した際に適切に医療に結び付ける）等を実施するなど蔓延防止に

努めている。2025年は第 1～40週（全国）で 229例の届出があり, 2024年の同時期（31例）

の 7.4倍と増加している。 
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【管内事例】 

 令和 7年 8月４日、管内の感染症指定医療機関から麻しん発生届を受理した。患者は海匝

保健所管外にお住まいの男児（未就学）で、患者の疫学調査（行動歴等の聞き取り）を実施

したところ、海外渡航歴はなく感染経路は不明であった。なお、麻しんの感染可能期間中

に、船橋市内の商業施設（以下「関連施設」）を訪れていたことがわかり、県では報道機関を

通じて、注意喚起のため広く情報提供を行った。 

当所は、麻しん患者の家族及び同じ時間帯に医療機関を受診していた方を対象に健康観察

を行うと共に、香取海匝地区感染症・災害等連携会議を 8月 14日に開催し、管内医療機関等

と情報共有を図った。 

 

【管内事例】 

 

 

（２）高病原性鳥インフルエンザ 

令和 6年度シーズンは、令和 6年 10月 17日に国内 1例

目が確認されて以来、全国で 51事例（14道県）発生し、約

932万羽が殺処分の対象となった。 

保健所は、感染症法上の２類感染症である鳥インフルエ

ンザ（H5N1,H7N9）対応として、感染鳥等と接触があった農

場関係者等に対し健康調査を行うと共に、予防薬の服薬希

望者に対して予防薬（タミフル）の処方を行っている。 

 

 

 

 

高病原性鳥インフルエンザ 

事例数（全国）   令和６年度 

 

道県名 事例数

千葉 16

愛知 13

岩手 5

鹿児島 3

北海道、新潟
宮　崎、 愛媛

2

島根、香川
宮城、岐阜
埼玉、茨城

1

7/31 8/3 8/4 8/5～ 8/7 ～8/25

受診 検査診断 接触者調査 調査依頼 注意喚起
健康観察
(21日間）

発熱 発疹 臨床診断 遺伝子検査 家族／関連施設 他保健所
報道地域での
情報共有※

発症

※香取海匝地区感染症・災害等連携会議 



【管内事例】 

千葉県では令和 6年 10月 23日に香取

市で 1例目が発生した。海匝保健所管内

は、令和 7 年 1 月 12 日に銚子市内の養

鶏場で発生が見られ、最終的には 1月か

らの２か月で 15 事例の対応を行うこと

となった。なお、感染鳥等との接触者調

査により 15 事例で計 252 名の接触者を

特定し、最終接触日を 0日とし 10日間の

健康観察を行うとともに、47名の接触者

についてはタミフルの処方を行った。 

養鶏場の従業員の中には外国籍の者

がおり、投薬時の注意などを説明する場

合には苦慮する場面もあったが、各職員

が翻訳アプリを使用して対応した。また、

県庁国際課等の協力を得て英語、ベトナ

ム語、ミャンマー語、インドネシア語の

４か国語に対応した投薬時の語訳説明書が作成された。 

また、鳥インフルエンザ発生時には、県民からの健康相談、防疫作業者の傷病対応等、様々

な対応が求められ、3月 10日に養鶏場従事者家族を含め、防疫作業従事者に体調不良者等がい

ないことを確認し対応を終了した。 

 

２ 関係機関との連携（健康危機管理） 

（１）合同研修 

【概要】 

感染症の診断や健康危機対処計画（感染症編）における平時の人材育成のための研修・訓

練として、保健所職員及び地域の関係機関を対象に、感染症発生時に適切な対応ができるよ

うに地域のレベルアップを目指して実施した。 

 

 

接触者調査数とタミフル処方数（管内） 

 

従業員
うち

外国籍 家族 計

1 銚子  1例目 16 (12) 9 25 5

2 銚子  2例目 19 (9) 21 40 3

3 旭　  1例目 4 (2) 9 13 2

4 旭　  2例目 11 (9) 5 16 8

5 銚子  3例目 9 (0) 9 18 1

6 銚子  4例目 19 (13) 11 30 12

7 旭　  3例目 4 (3) 4 8 2

8 銚子  5例目 9 (0) 12 21 0

9 旭　  4例目 4 (2) 3 7 4

10 銚子  6例目 14 (3) 19 33 3

11 匝瑳  1例目 4 (0) 5 9 1

12 旭　  5例目 4 (2) 1 5 4

13 旭　  6例目 2 (0) 1 3 2

14 匝瑳  2例目 3 (0) 4 7 0

15 旭　  7例目 7 (0) 10 17 0

合計 129 (55) 123 252 47

発生地

調査数
ﾀﾐﾌﾙ
処方



【合同研修等】 

研修名等 実施時期 対象者 参加人数 内容 

防護具・防護服

着脱訓練 
6/25 

所内職員、消防

隊員、市職員 
30 名 防護服の着脱について（実技） 

包装責任者 

養成講習会 

7/1～

7/31 
所内職員 7 名 

ゆうパックによる検体等を送付

する際に、包装の安全性を確

保するための養成研修を開催 

感染症研修会 10/6 外国人労働者雇い

主、管内監理団体、

アジア系外国人向

けの日本語学校、 

福祉施設  等 

23 機関 

39 名 

( 対 面 及 び

ZOOM 開催) 

・海匝保健所における結核業務

について 

・結核と海外由来の感染症につ

いて 

 

（２）感染症患者移送訓練の実施 

【目的】 

  保健所では健康危機対処計画（感染症編）の中の実践型訓練として、２類感染症、指定感

染症、新型インフルエンザ感染症等の感染が疑われる患者を円滑に第二種感染症指定医療機

関へ搬送できるように、管内医療機関及び消防機関の参加協力を得て実施を予定している。 

昨年度は、鳥インフルエンザウイルス（H5N1）に感染した患者を想定し、海外渡航後に発

熱等の症状により、かかりつけ医を受診し、感染症指定医療機関まで搬送する訓練を行った。 

本年度は、季節性インフルエンザ(H3N2)から変異した新型インフルエンザに感染した疑い

患者が、管内の特別養護老人ホームで見つかったことを想定した訓練とした。 

 

【概要】 

実施予定日  令和７年 1１月２５日（火） 

協力機関   国保旭中央病院、旭市消防本部、管内協力医療機関及び高齢者施設、香取

保健所 

参加機関   香取海匝管内医療機関、福祉施設及び消防本部等 

内   容  特別養護老人ホームの入所者が家族と共に外出し、ホームに戻った後に新

型インフルエンザ様症状を示した場面を想定し、訓練を行った。 



訓練では、かかりつけ医が確定検査のために検体を採取し、検体を検

体輸送箱に入れるところから、消防隊員による感染症指定医療機関までの

患者搬送を実施した。 

訓練実施者は防護具を着て、感染対策をした救急車によって搬送を実

施予定である。また、訓練実施後にはカンファレンスを実施し、訓練を振

り返ることで福祉施設における新型インフルエンザ発生時の課題等を共

有する予定である。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 食品営業施設及び生活衛生施設への指導について 

【対象施設】 

食中毒等のリスクや公衆衛生に与える影響が著しい営業施設（飲食店等、旅館業、公衆浴

場、興行場）は、保健所長の許可を必要とする。また、日常生活に密着した営業を行ってい

る生活衛生施設等（理・美容所、クリーニング所、ホテル・旅館、公衆浴場）の立入・指導

を行っている。 

 

許可施設数（海匝管内） 

 

 

 

 

 

年度 食品 理容所 美容所 クリーニング 旅館 公衆浴場 興行場

令和4年 3,240 244 435 83 146 41 4

令和5年 3,086 241 434 68 142 41 4

令和6年 2,963 240 432 68 148 40 4

検体採取の様子 医療情報をマイナンバーカードに

よって救急隊に提示している場面 



【監視業務】 

  飲食店、食品製造業、旅館、公衆浴場、理・美容所等の営業関係施設への施設監視を実

施し、施設基準の順守徹底や衛生施設による健康被害の発生を未然に防止するための指導

を実施している。 

 

【講習会】 

  食品衛生講習会及び衛生講習会等を実施し、飲食物に起因する食中毒の発生防止や自主

管理体制の徹底を指導した。 

 

 

 

 

 

 

 

監視数

年度 食品 理容所 美容所 クリーニング 旅館 公衆浴場 興行場 化製場 特定建築物

令和4年 1,310 136 183 39 113 31 1 10 8

令和5年 1,253 50 134 48 61 16 - 10 2

令和6年 1,056 221 69 37 45 8 - 11 1

 

＜環境＞ 

 

＜食品＞ 


